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まちづくり意見書の内容－防災まちづくりの取り組み

目標1

地震で

壊れにくい

まちにする

老朽化した建物の除却・建替えを進める【建物】
建物の耐震・耐火性能の強化を進める【建物】

□区の助成制度を活用する（老朽木造住宅の除却・
建替え、耐震診断・補強）

危険な塀などの改善や撤去を進める【道路・塀等】
■垣又はさくの構造の制限を行う
□区の助成制度を活用する（ブロック塀等の撤去、
生け垣等の設置）

屋内の安全性を高める【防災活動】 □家具等の転倒・落下等の対策を徹底する

目標２

火災が

燃え広がら

ない

まちに

する

建物を燃えにくくする【建物】
■新たな防火規制を指定する
□区の助成制度を活用する（老朽木造住宅の建替え）

延焼しにくくする【建物】
■隣地境界線からの壁面の位置の制限を行う
□敷地の細分化を防止する

延焼遮断帯を整備する【道路・建物】 □補助227号線の整備と沿道の不燃化を進める

公園や広場を整備する【公園・みどり】 □多様な手法を用いて公園・広場を整備する

火を出さない、出火したらすぐに消し止める
【防災活動】

□出火を防ぐ
□隣近所で協力して初期消火を行う

目標３

避難や

消防活動が

しやすい

まちにする

地震時に確実に通れる主要な道路を整備する
【道路・塀等】

■幅員６ｍの道路空間を確保する
□避難道路のネットワークを形成する

建物等の倒壊による狭あい道路の閉塞を防ぐ
【道路・塀、建物】

□狭あい道路の拡幅整備を進める
■垣又はさくの構造の制限を行う
□区の助成制度を活用する（老朽木造住宅の除却・
建替え、耐震診断・補強、ブロック塀等撤去等）

行き止まりを改善する【道路・塀等】 □案内板を設置する

避難等の支障となる物を取り除く【道路・塀等】
□路上へのはみ出しを防ぐ（自転車、植栽等）
□電柱の移設や無電柱化を進める

協力して救出や避難を行う【防災活動】 □災害時要援護者の避難等を支援する

目標４

安心して

快適に

暮らせる

まちにする

道路を歩きやすくする【道路・塀等】

まちに緑を増やす【公園・みどり】

□私道の舗装等の整備を促す
□路上へのはみ出しを防ぐ（自転車、植栽等）
□歩車共存ができる環境を目指す

□区の助成制度を活用する（生け垣等設置、
樹木・樹林・生け垣の保護指定）

□緑を増やす新たな取り組みを行う

■垣又はさくの構造の制限を行う

3

防災まちづくりの目標を実現するために、必要である取り組みについて、意見書では下のように取りまとめました。

■幅員６ｍの道路空間を確保する
（壁面の位置の制限による道路空間の確保のイメージ）

• 後退した部分は建築敷地面
積に含まれます。

• L型側溝は移設されません。

（

60cm

以下

図中斜線部分が隣地境界線からの
壁面の位置の制限の範囲となります。

■垣又はさくの構造の制限を行う

■隣地境界線からの壁面の位置の制限を行う

●道路に面して、高さ60cmを超えるブロック塀等を設置することを禁止する。
●道路に面して垣、さくを設ける場合は、生け垣またはフェンスとする。

具体的な取り組み

●住宅地を対象に、建物の外壁から隣地境界線までの距離は50cm以上とする。

取り組みの内容は裏面に続きます→

具体的な取り組み
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